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１【提出理由】

当社は、2025年11月28日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

　2025年11月28日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

 (１) 事業目的の追加当

当社は、2025年７月８日付「新たな事業（暗号資産投資事業）の開始に関するお知らせ」のとおり、新たな

成長機会の創出及び資産運用方針の一環として、暗号資産への投資事業を開始することを取締役会において決

議し、既存事業の枠組みにとどまらず、将来的な収益機会の創出及び財務基盤の強化を見据え、暗号資産への

投資を新たに開始することといたしました。また、当社が展開する ECサービス及びイベントサービスにおいて

は、ブロックチェーン技術やデジタルアセットの活用による新たなビジネスモデルの可能性を視野に入れてお

り、これに資する知見の蓄積と、新規事業創出に向けた布石としても位置づけております。そこで、当社現行

定款第２条（目的）に暗号資産投資事業関連の事業内容を追加するものです。

(２) 発行可能株式総数の変更

当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、当社現行定款

第６条（発行可能株式総数）について、現行の18,000,000株から46,000,000株に変更するものであります。

 
第２号議案　監査役１名選任の件

金子正一を監査役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
 

11,443 32 0 (注)１ 可決 99.72

第２号議案    
(注)２

  

金子　正一 11,450 32 0 可決 99.72
 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。
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